
11月号
No.671

2021

広
報

玄関から目的地までを結ぶ玄関から目的地までを結ぶ
デマンド型交通試験運行がスタートデマンド型交通試験運行がスタート
玄関から目的地までを結ぶ

デマンド型交通試験運行がスタート
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　普段からスマートフォンを使っている方は、スマートフォンからの申請がとっても簡単ですが（４ページ参照）、
ご自身での申請が難しい方は、住民生活課で職員が補助しながら申請することもできます（５ページ参照）。
　ただし、例年３～４月頃は、転入・転出・転居などの届出が多くなることから窓口が混雑し、待ち時間が
かかることが予想されます。
　この機会にマイナンバーカードの正しい情報を知り、お早めに申請してみませんか。
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Ｃ
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が
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さ
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。
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ス
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取
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。

　

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
に
利
用
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
す
が
、
ま
だ
普
及
率
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
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。

　

今
月
号
で
は
、
ひ
ら
麻
呂
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
を
体
験
し
、
皆
さ
ん
に
申
請
方
法
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
利
便
性
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

本
人
確
認
が
す
ぐ
で
き
る
。オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
定
申
告
が
で
き
る
。

本
人
確
認
が
す
ぐ
で
き
る
。オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
定
申
告
が
で
き
る
。

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
の
写
し

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
証
明
書
を
取
得
で
き
る
。
証
券
口
座
開
設
な
ど
民
間
の
オ

な
ど
の
証
明
書
を
取
得
で
き
る
。
証
券
口
座
開
設
な
ど
民
間
の
オ

ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
る
。
さ
ら
に
将
来
的
に
は
運
転
免
許

ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
る
。
さ
ら
に
将
来
的
に
は
運
転
免
許

証
と
の
一
本
化
も
。

証
と
の
一
本
化
も
。

　

―
―
―
―

こ
れ
は
、い
ず
れ
も
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
の
こ
と
。

こ
れ
は
、い
ず
れ
も
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
の
こ
と
。

さ
ら
に
便
利
に
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
、
あ
な
た
は
も
う

さ
ら
に
便
利
に
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
、
あ
な
た
は
も
う

持
っ
て
い
ま
す
か
？

持
っ
て
い
ま
す
か
？

本
人
確
認
が
す
ぐ
で
き
る
。オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
定
申
告
が
で
き
る
。

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
証
明
書
を
取
得
で
き
る
。
証
券
口
座
開
設
な
ど
民
間
の
オ

ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
る
。
さ
ら
に
将
来
的
に
は
運
転
免
許

証
と
の
一
本
化
も
。

　

―
―

こ
れ
は
、い
ず
れ
も
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
の
こ
と
。

さ
ら
に
便
利
に
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
、
あ
な
た
は
も
う

持
っ
て
い
ま
す
か
？

皆
さ
ん
、ご
存
じ
で
し
た
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
よ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
よ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
よ
う

令
和
４
年
１
月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
始
ま
り
ま
す
！

令
和
４
年
１
月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
始
ま
り
ま
す
！

令
和
４
年
１
月
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
始
ま
り
ま
す
！

※

　
健
康
保
険
証
と
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は
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で
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途
、
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込
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が
必
要
で
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。
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方
法
な
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な
お
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と
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で
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開
始
時
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療
機
関
・
薬
局
ご
と
に
異
な
り

ま
す
。
受
診
す
る
前
に
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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教えてマイナちゃん
マイナンバーカード　Ｑ＆Ａ

　ＩＣチップには税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されないよ。
　また、健康保険証としての利用開始後も特定健診結果や薬剤などの情報も記録さ
れないから安心してね。
　しかも、不正に情報を読みだそうとするとＩＣチップが自動で壊れて情報を守る
んだって！

マイナンバーカードってなに？
教えてマイナちゃん！

前に送られてきた紙のカード↓
とはちがうの？

マイナンバーカード、作った方
が便利かな？？

じゃあ、さっそく作ってみよう
かな♪
どうやって申請するの？

いろいろ教えてくれてありがとう！
申請書をなくしちゃったから、
役場住民生活課に行ってみるね！

マイナンバーカードは、マイナンバー（個
人番号）と電子証明用のＩＣチップが入っ
た顔写真付きのカードのことだよ。
この１枚でひら麻呂のマイナンバーと本
人確認ができる「公的な身分証明書」な
んだ。

それはマイナンバー「通知カード」って
いう、マイナンバーをお知らせするカー
ドだよ。
身分証明書としては使えないし、現在は
廃止され再発行はされないんだ。（ただし、
住所変更などがない限りは、引き続きマ
イナンバーの証明書類として利用可能）

そうだね！
持っていると、大衡村でも令和４年１月
４日（火）から役場に行かなくても、コ
ンビニで住民票の写しや印鑑証明、一部の
税証明、戸籍謄（抄）本なども取得でき
るようになるみたいだし便利だよ！
それに、今年の１０月からは健康保険証
としても使えて、入院したときには限度
額適用認定証の提示も不要になるんだ！

マイナンバー通知カードの下についてい
た申請書を持っていればスマートフォン
でも申請できるよ！（４ページ参照）
もし、申請書をなくしてしまったら役場
住民生活課で再発行してもらってね！

マイナンバー
ＰＲキャラクター
「マイナちゃん」
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個人番号カード交付申請書をお持ちの方は、次の４つの方法で申請することができます。
なお、申請書を紛失した方やご自身で申請することが難しい方は、５ページをご覧ください。

顔写真入りのため対面での悪用は困難、オンラインで使用するためには本人しか知らない暗証番号が必要
で、不正に情報を読み出そうとするとＩＣチップが壊れる仕組みになっています。

マイナンバーカードを自分で申請してみよう

持
ち
歩
い
て
も
大
丈
夫
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
安
全
性
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マイナンバーカードを役場で申請してみよう

　皆さん、マイナンバーカードの申請はしましたか？
　これからコンビニ交付が始まるとマイナンバー
カードの申請が増えることが予想されますので、お
早目に申請してみませんか。
　「申請方法がわからない」という方は住民生活課で
一緒に申請してみましょう。

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

マイナンバーカードの申請
私たちに何でもご相談ください

住民生活課
斎藤　真樹

住民生活課
大友　颯

マイナンバーカードの申請に役場に来てみたよ！
職員さんが申請のお手伝いをしてくれるから、
お願いしてみました！

次に、職員さんに写真を撮ってもらって、申請は
おしまい！出来上がりは、約１カ月後。

まずは、本人確認書類（運転免許証など）を提示
します。

本人確認書類を提示してね！
マイナンバー通知カードと住基カードは回収され
るので、持っている人は忘れずに持って行こう！

そして、１カ月後…。
交付通知はがきが届いたら、住民生活課で
申請者本人が受け取り。

かんたんに作れたよ☆
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いよいよスタート！デマンド型交通試験運行いよいよスタート！デマンド型交通試験運行いよいよスタート！デマンド型交通試験運行いよいよスタート！デマンド型交通試験運行いよいよスタート！デマンド型交通試験運行

◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

　１０月１日（金）、デマンド型交通の試験運行が始まりました。第１便の出発前には、役場１階村民ホー
ルで出発式を行い、来賓の方々と村長がテープカットを行いました。
　村長や出発式の出席者、ひら麻呂に見送られて出発した第１便は、利用者の自宅５軒を巡り、大和町の
医療機関やバス営業所など、４カ所の指定目的地へお送りしました。
　デマンド型交通は、自宅から目的地までを結ぶ便利な交通手段です。お気軽にご利用ください。

　デマンド型交通の利用登録者を募集しています。利用したい方は役場企画財政課へ申請してください。
来庁することが難しい場合は下記へご連絡ください。

木製ベンチを寄贈いただきました

　１０月１４日（木）、宮城南部流域森林・林
業活性化センターより、木製ベンチ２基が寄贈
されました。
　同センター仙台支部の赤間長男支部長の他、
同支部委員の佐藤豊彦黒川森林組合代表理事組
合長も同席し、木材利用の推進に関する要望書
も併せて提出されました。
　木製ベンチは役場１階村民ホールに設置し、
有効に活用させていただきます。

ワクチン接種の加速化を目的に
新型コロナウイルスワクチン集団接種を実施
　１０月１日（金）の夜間と１０月２日（土）、
３日（日）の日中、大和町保健福祉総合センター
（ひだまりの丘）で大衡村、大和町、大郷町に
居住する１２歳以上の方を対象に新型コロナウイ
ルスワクチンの集団接種（１回目）を行い、約
６５０人がワクチン接種を受けました。
　１回目接種のそれぞれ３週間後には同じ会場
で２回目接種を行いました。

▲ひら麻呂に見送られ、第１便が出発
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思い出の写真で
フォトフレーム作り

　１０月１日（金）、公民館で子育て支援講座を開
催しました。
　県内の保育園や児童館、公民館で講座や子育て相談
などを行っている「トナリのほいくし」代表　そね　
やすこ先生を講師に、親子一緒にフォトフレームを
作りました。
　参加した皆さんは、持参したお子さんの写真を使
って、愛情いっぱいの素敵なフォトフレームを完成
させていました。

小学５年生が稲刈り体験
　１０月２０日（水）、小学校ファーブルランド
内の学習田で５年生が稲刈りを体験しました。
　総合的な学習の中で５月に田植えを行い、生育
状況の観察を続けてきました。
　子どもたちは、衡南生産組合の皆さんの指導
のもと、ぬかるみに悪戦苦闘し、泥まみれにな
りながらも楽しく稲刈りを体験しました。

　秋の交通安全県民総ぐるみ運動が９月２１日
（火）から３０日（木）に行われました。
　初日の２１日には、役場前駐車場において、
黒川地区交通安全協会大衡支部主催による交通
安全出陣式が行われ、関係者が交通死亡事故ゼ
ロの決意を新たにしました。
　また、村内の主要交差点では、村交通安全指
導員、交通安全母の会の他、各種団体が参加し、
交通安全を呼びかける街頭キャンペーンを実施
しました。

秋の交通安全県民総ぐるみ運動
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大衡村人事行政の運営状況等の公表大衡村人事行政の運営状況等の公表大衡村人事行政の運営状況等の公表
　大衡村の職員の任用、給与等人事行政の運営状況についてお知らせします。
　全体については、役場前掲示板と村ホームページに掲載していますのでご覧ください。

問い合わせ先　総務課☎３４５-５１１１

◆職員の任免及び職員数に関する状況

職　　種
上級・保健師
上級・社会福祉士
初級・行政
計

受験者
1
1
9
11

合格者
1
1
5
7

（単位 : 人）
○採用試験の実施状況　令和２年度職員採用試験
　（令和2年4月1日～令和3年3月31日） （単位 : 人）

○職員採用の状況
　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

職　　種
上級・社会福祉士
初級・行政
計

採用者
1
4
5

※職員数は一般職員に属する職員数であり、休職者、派遣職員等を含み、
　臨時又は非常勤職員を除いています。

○職員の退職の状況
　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

○部門別職員数の状況（各年4月1日現在）
区分

教　　育

合　　計

職　　員　　数 差引

議　会
総　務
税　務
民　生
衛　生
農林水産
商　工
土　木
計

水　　道
下　水　道
そ　の　他
計

部門

一　般
行　政

公　営
企業等

3
20
9
6
11
6
3
8
66
13
2
1
4
7
86

0
-2
1
-1
4
0
-1
0
1
-1
0
0
-2
-2
-2

令和3年
3
22
8
7
7
6
4
8
65
14
2
1
6
9
88

令和2年

（単位 : 人）

（単位 : 人）

○人件費の状況（普通会計決算）

区　　　分
村　長　部　局
教育委員会部局
水道事業の企業職員

計

定年退職
１
0
0
１

勧奨退職
0
0
0
0

普通退職
４
1
0
５

計
５
1
0
６

※　普通会計とは、一般的な行政内容を表している会計です。なお、水道、国保、下水道、介護、戸別合併浄化槽などの会計は普通会計
　　には属しません。　
※　人件費は、一般職、特別職の職員に支給された給与、退職手当、共済負担金、災害補償などの総額をいいます。

区　分

令和２年度

住民基本台帳人口
（令和3年3月末現在）

5,839人

歳出総額
（A）

5,294,048千円

実質収支

108,763千円

人件費
（B）

688,677千円

人件費率
（B／A）×100

13.01％

◆職員の給与の状況
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大　衡　村
-
-

区分

国

○職員給与費の状況（普通会計当初予算）

※職員手当には、退職手当を含みません。　※特別職に支給される給与、報酬は含みません。　※給与費は令和3年度当初予算額です。

区　分 給　　料
給　　　与　　　費

令和3年度

職員数
（A）

1人当たり給与費
（B/A）

82人 262,755千円
職員手当
40,414千円

期末・勤勉手当
106,206千円

計（B）
409,375千円 4,992千円

（令和3年4月1日現在）○平均給料月額・平均年齢の状況

※「平均給与月額」とは、給料に諸手当（通勤手当、時間外勤務手当等）を加えたもので、期末・勤勉手当、退職手当は含みません。

区　　分
一般行政職
技能労務職

平均給料月額
280,200円
262,400円

平均給与月額
324,400円
307,400円

平均年齢
40歳1月
52歳0月

大　衡　村
（令和3年4月1日現在）○職員の初任給の状況

国
147,900円
132,300円

一般行政職
大学卒
高校卒

区　　分
182,200円
150,600円

182,200円
150,600円

技能労務職
高校卒
中学卒

区　　分

（注）ラスパイレス指数は、国家公務員の給料を100とした場合の村職員の給与水準を示したものです。

○国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況

年　　度

一般行政職

平成28

92.7

平成30

93.1

令和元

91.7

令和２

93.8

平成29

93.8

（令和3年4月1日現在）○一般行政職の級別職員数の状況

※大衡村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※再任用職員、福祉職、企業職、税務職等を除きます。

○特別職の報酬等の状況（令和２年度）

職務の級

職　員　数

標準的な職務内容
（具体的な職名）

６級

給料    763,000円
給料    587,000円
給料    502,000円
報酬    306,000円
報酬    249,000円
報酬    234,000円

6月　1.70月
12月　1.65月
合計　3.35月

6月　1.70月
12月　1.65月
合計　3.35月

給料・報酬月額 期　末　手　当 その他の手当

1年前

21人
31.9％

30.9％

構　成　比
参　考
構成比

通勤手当

な　　し

村　長
副村長
教育長
議　長
副議長
議　員

２級

8人
12.1％

11.8％

主　任 係長等 課長補佐 課長等

15人
22.7％

23.5％

12人
18.2％

17.7％

8人
12.1％

13.2％

３級 ４級 ５級

課　長
計

2人
3.0％

2.9％

66人
100％

100％

１級

主　事
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主な結果
【団体の部】
　優　勝　バレーボール男子（県大会出場）
　第３位　バレーボール女子
　　　　　卓球男子
　　　　　ソフトテニス女子
【個人の部】
　剣道　第２位　鈴木朔人さん（１年）
　　　　第３位　佐藤朝日さん（１年）
　ソフトテニス女子
　　　　第３位　髙野奏芽さん（２年）・
　　　　　　　　遠藤真心さん（２年）ペア
　　　　　　　　　　　　　　（県大会出場）

富谷黒川地区中学校新人大会富谷黒川地区中学校新人大会富谷黒川地区中学校新人大会富谷黒川地区中学校新人大会富谷黒川地区中学校新人大会
９月２５日（土）・２６日（日）の２日間、富谷黒川地区中学校新人大会が４市町村を会場に開催されました。
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大衡村からいじめをなくそう　～いじめ防止強化月間～

◆問い合わせ先
　公民館　☎３４５－２１９７

講　座　名 日　　　時 内　　容　　等 会　場

公民館
大衡カレッジ
ス ク ー ル 午前１０時～正午１７日（水） 多肉植物講座

お 茶 っ こ 会 午前１０時～正午１７日（水） 「お茶っこ」を飲みながら、世間話や昔
話を楽しみましょう。

子育て支援講座 午前１０時～正午２６日（金） 講話「もっと楽しく親と子のコミュニ
ケーション」

万葉おどり練習会 午後７時～
　　　８時３０分２４日（水）

１０日（水）
おどり・笛・太鼓の練習

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。

多 目 的 施 設 図 書 室 お す す め ブ ッ ク

【図書室利用案内】
〇利用日時　月曜日～金曜日（土日・祝祭日・年末年始を除く）　午前９時～午後５時
〇貸出冊数　一人５冊まで
〇貸出期間　２週間
◆問い合わせ先　多目的施設図書室　☎３４７－３３８１／公民館　☎３４５－２１９７

　大衡村教育委員会では、いじめ防止への理解を深め「大衡ではいじめをなくし、認めない」との
思いから、毎年「みやぎ教育月間」にあわせて１１月・１２月を「いじめ防止強化月間」としてい
じめ防止に取り組んでいます。　　
　これまで学校では人間関係づくりの構築をめざしたあいさつ運動や人権教室を開催し、思いやり
の心や仲間を大切にする気持ちを育んできました。今年も大衡村いじめ問題対策連絡協議会や小・
中学校、関係機関、家庭や地域の協力を得ながら、いじめの未然防止に向けた取組を行っています。
ご家庭におきましても子どもたちといじめについて考える機会を持ち、大衡村からいじめをなくし
ていけるようご協力をお願いします。

延期しておりました趣味の作品展は、規模を縮小し、令和４年２月に公民館で開催する予定です。
詳しくは、決定次第お知らせします。
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　児童館の図書スペースやホールを、親子の遊び場として開放していま
す。広いスペースでのびのび遊んだり、おしゃべりを楽しんだり、子育
て中の皆さんが自由に過ごせる広場です。自由に出入りできますので、
ぜひ遊びに来てください。

１０日（水）
『ベビーとママのヨガ教室』
・お子さんを優しくマッサージして、スキンシップを図りましょう。
・お母さんのためのヨガレッスンも行います。おおひら万葉

こども園

おおひら万葉
こども園

福祉センター

１７日（水）

２４日（水）

『芳賀先生と作って遊ぼう』
・ペープサートや歌遊びを一緒に楽しみましょう。

『手形アートをしましょう』
・色紙に手形を押して、思い出になる作品を作りましょう。
・汚れてもいい服装で来てください。

１２月１日
（水）

『サーキット遊びをしましょう』
・トンネルくぐりやウレタン積み木などで楽しく遊びましょう。
・汗拭きタオルや飲み物をご用意ください。

開催日 場　所 活　動　内　容

【自由開放】
　おおひら万葉こども園めろん組の保育室で、自由に遊ぶことができます。
　また、保育士が子育ての相談に応じますので気軽にご相談ください。（電話相談も行っています。）
　◆対　　象　未就園児と保護者
　◆場　　所　おおひら万葉こども園
　◆開　催　日　月～金曜日　※祝日、年末年始、お盆期間中を除く
　◆時　　間　午前１０時～１１時３０分・午後１時～３時

【体験活動】
　親子で楽しめる体験活動を行います。
　◆対　　象　未就園児と保護者
　◆時　　間　午前１０時～１１時３０分

◆問い合わせ先　おおひら万葉こども園　☎３４４－３０２８／健康福祉課　☎３４５－０２５３

開　放　日
　４日（木）
１１日（木）

　２日（火）

１８日（木）
　９日（火）
１６日（火）

２５日（木）－
－３０日（火）

今月の子育て応援

◆対　　象　０歳～５歳のお子さんと保護者　
◆場　　所　大衡児童館
◆時　　間　午前１０時～１１時３０分
◆問い合わせ先　児童館　☎３４５－４６２６

　新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い実施しますが、感染状況によっては利用人数を制限
したり、中止する場合がありますのでご了承ください。
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宮城県塩釜保健所からのお知らせ ※電話予約は平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

申込・問い合わせ先検査・相談名 月日・受付時間

塩釜保健所黒川支所
☎358－1111

塩釜保健所
☎365－3153

１１ 月 １１ 日（木）
１１ 月 ２５ 日（木）
午前９時３０分～１１時

対象となる方

希　望　者
（予約制）

・HIV 抗 体 検 査
・ク ラ ミ ジ ア 検 査
・梅　　毒　　検　　査
・肝　　炎　　検　　査
・骨髄バンク登録受付

１１ 月 ２４ 日（ 水 ）
午 後 ２ 時 ～ ５ 時こ こ ろ の 相 談

１１ 月 １０ 日（水）
午 後 １ 時 ～ ４ 時
１１ 月 １２ 日（金）
午後1時３０分～4時30分

ひ き こ も り・思 春 期
こ こ ろ の 相 談

　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの１本のお電話で救われる子どもがいます。
　あなたの連絡、相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。
通告・相談は匿名で行うことも可能で、通告した人や内容に関する秘密は守られます。

子どもたちや子育てに悩む保護者のＳＯＳをキャッチしたら、お電話ください
　　　　　　　　　☎１８９（いちはやく）　近くの児童相談所につながります　※２４時間対応
【児童虐待とは】
　　　　・身体的虐待　殴る、蹴る、叩く、溺れさせる、やけどを負わせる、家の外にしめ出す
　　　　・性　的　虐　待　子どもへの性的行為、性的行為をみせる、ポルノグラフィティの被写体にする
　　　　・ネグレクト　乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、車の中に放置する
　　　　・心理的虐待　ことばにより脅かす、無視する、子どもの前で家族に対して暴力を振るう

１１月は「児童虐待防止推進月間」です
～１８９（いちはやく）　「だれか」じゃなくて「あなた」から～

１１月１１日（木）

行　事　名 対象となる方 持ち物

・妊娠届　・印鑑
・マイナンバーカード
（通知カード及び身分を
　証明できるもの）

該 当 者

月日・受付時間

１１月　５日（金）
１１月１９日（金）
１２月　３日（金）
午後１時～１時１５分

母子健康手帳交付
妊 婦 健 康 相 談

・母子健康手帳　・問診票
・食事記録
・きこえかたとことばの調査票

平 成２９年１１月 ～ 　
平 成３０年２月生まれ
（通知を受けた方）

１１月１１日（木）
（通知を受けた時間）３歳 児 健 康 診 査

希　　望　　者
（１歳未満のお子さん）

１１月１５日（月）
午前１０時～１０時１５分

ベ ビ ー の
ゆったりタイ ム ・バスタオル

令和３年６月～７月生まれ
１１月２５日（木）

①午後０時１５分～０時３０分
②午後０時３０分～０時４５分

４ ～ ５ か 月 児
健 康 診 査

・母子健康手帳　・問診票
・バスタオル

令和３年１月～３月生まれ
（第１子のみ）

１１月２４日（水）子育て何でも相談 ・母子健康手帳※おひさまくらぶとは別に個別
　に対応します。
　必ず事前にご連絡ください。

後期離乳食教室 ・母子健康手帳通知を受けた時間

希 望 者

◆場所　福祉センター
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３子育てカレンダー

母子健康手帳交付・妊婦健康相談該当の方で、指定日に来られない方は、健康福祉課にご相談ください。
健診は対象人数に応じて受付時間を変更していますので、時間厳守でお願いします。
※ベビーのゆったりタイムは、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。
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　空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季を迎えます。火災予防の意識を一層高めることで、火災発生の
防止、火災による死亡者の減少、住民の財産の損失を防ぐことを目的としています。
　家庭では火気を使用する機会が多くなりますので、住宅火災を防ぐため、「住宅防火　いのちを守る１０
のポイント」を心掛けましょう。
【４つの習慣】
　①寝たばこは絶対にしない、させない。
　②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
　③コンロを使うときは、火のそばを離れない。
　④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
【６つの対策】
　①火災の発生を防ぐため、ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使用する。
　②火災の早期発見のため、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。
　③火災の拡大を防ぐため、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。
　④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
　⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
　⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

１１９番は、火事、救急車の要請など緊急を要する場合のみ使用してください。
通報のポイントは次のとおりです。
　①火災か救急かをはっきり伝えましょう。
　②場所や目標物を正確に伝えましょう。
　③火災や救急の状況を分かりやすく伝えましょう。
　　（何が燃えているか、病人の様子、ケガ人の有無など）
　④通報している方（自分）の氏名と連絡先を伝えましょう。

１１月９日（火）～１５日（月） 秋の全国火災予防運動

～１１月９日は「１１９番の日」～

火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為の届出について火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為の届出について火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為の届出について
　焼却禁止の例外に該当するもので野外焼却を行う場合は、「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するお
それのある行為の届出書」を、総務課経由で黒川消防署に提出してください。
◆焼却禁止の例外に該当するもの
　○農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物処理
　　（例）稲わらやもみ殻のくん炭焼き、林業者の伐採枝の焼却
　○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　　（例）どんと祭のしめ縄などの焼却
　○震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の処理
　　※樹木の剪定枝は、焼却禁止の例外に該当しませんので野外焼却はできません。
　　　少量の場合はごみステーションに出せますが、大量の場合は搬入許可証を取得の上、環境管理セン
　　　ターに直接搬入となります。
◎「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」は、火災との見間違えや延焼に
　よる火災発生に早急に対応するための届け出で、火入れを許可するものではありません。
◆問い合わせ先　
　総務課　　　　　　　　☎３４５－５１１１
　黒川消防署　　　　　　☎３４５－４１６１
　黒川消防署大衡出張所　☎３４５－０９００

『おうち時間　家族で点検　火の始末』（202１年度全国統一防火標語）
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　年々ごみの量が増えています。ごみはきちんと分別すれば資源として生まれ変わることができます。空
きビン、空き缶、ペットボトル、容器包装等の資源ごみをきちんと分別排出することは、資源循環型社会
形成の第一歩です。ごみの減量・再資源化を常に心掛け、１人１日当たりのごみの排出量が増えることが
ないように、ご理解・ご協力をお願いします。

　日本の食品廃棄物等は年間２，５３１万トンあり、その内食べ残しや売れ残り、期限切れが近いな
どの理由で、本来食べられるのに捨てられてしまう食品（食品ロス）が年間６００万トン発生してい
ます。これは全国民が毎日ご飯茶碗１杯分、大型トラックで毎日１，７００台分を捨てている計算に
なります。
　食品ロスを含めた多くのごみを処理するためには、多額のコストや環境負荷が掛かるだけでなく、
様々な影響や問題が発生しています。
　食品ロスを減らすための小さな行動も、一人ひとりが取り組むことで大きな削減につながります。
食品ロスについて、日々の暮らしの中でできることを今一度、考えてみませんか。

ごみの減量　始めましょう
Reduce（発生抑制）Reuse（再使用）Recycle（再生利用）
リデュース リユース リサイクル

食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らそう

食品ロスを減らす取り組み

◆問い合わせ先　住民生活課  ☎３４１－８５１２

買物前に、食材をチェック 適切に保存する 店選び

注文

食事

食材を上手に使いきる

食べきれる量を作る

必要な分だけ買う

期限表示を知って、賢く買う

買物前に、冷蔵庫や食品庫
にある食材を確認する

使う分・食べられる量だけ買う

利用予定と照らして、期限表示を確認する

メモ書きや携帯・スマホで
撮影し、買物時の参考にする。

食品に記載された保存方法に従って
保存する

食品ロス削減に積極的に
取り組む店を選ぶ

食べられる分だけ注文する

野菜は、冷凍・乾燥など
で下処理し、ストックする

残っている食材から使う

体調や健康、家族の予定も配慮する

作り過ぎて残った料理は、
リメイクレシピなどで
工夫する

まとめ買いを避け、必要な分だけ
買って、食べきる

すぐ使う食品は、棚の手前から取る

賞味期限

クックパッド消費者庁のキッチン
リメイクや食材を使いきるレシピを参考に
してみましょう。詳しくは QRコードへ

例　料理の量を選べる店

例　小盛りメニューやハーフサイズを活用

料理をおいしく食べきる

例　みんなでシェアして食べきり
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０円（０.０％）

消　防　費

令和３年度予算上半期（４月～９月）の執行状況をお知らせします。

収入済額（収入率）

１億８,３８３万円

９,３６５万円（５０.９％）

３億８,５５5万円

２億４,００３万円（６２.３％）

１億６,４６６万円

１億６７２万円（６４.８％）

７億２,４１４万円

２億３,１５５万円（３２.０％）

４億２,８２９万円

１億６,５５９万円（３８.７％）

３億７,１０３万円

１億８,３２９万円（４９.４％）

４億１,１８4万円

２億３,８４９万円（５７.９％）

１０億７,３７3万円

４億２,０３３万円（３９.１％）

９億７,８６８万円

３億５,９６４万円（３６.７％）

47億2,175万円

20億3，929万円（43．2％）

予　算　額
支出済額（執行率）
予　算　額

４,４６９万円（１７.２％）

７,０１２万円

７,０１２万円（１００％）

２億５,９７５万円

１億６,８２２万円

１億２３１万円（６０.８％）

５億４,８３７万円

２億２,９００万円（４１.８％）

６億円

５億９,５６５万円（９９.３％）

５億３,６２０万円

７億８,７７４万円

１億３５８万円（１３.１％）

１３億６,８８０万円

１０億１,４９９万円（７４.２％）

47億2,175万円

23億180万円（48．7％）

県　支　出　金

地方消費税
交　付　金

繰　入　金

村　　　債

国庫支出金

村　　　税

農　林　業　費

３億８,２５５万円

１億４,１４６万円（３７.０％）
そ　の　他

繰　越　金

そ　の　他

総　務　費

教　育　費

公　債　費

衛　生　費

土　木　費

民　生　費

歳入合計 歳出合計

令和３年度令和３年度上半期上半期予算執行状況予算執行状況令和３年度上半期予算執行状況

〔特　別　会　計〕

〔一　般　会　計〕

収益的収支

資本的収支

区分 予算額 収入済額 収入率

水道事業収益 ２億４,２８５万円

４億８,６９０万円

６億５,７９４万円

５,６８０万円

２億４,７７５万円

４,４７６万円

１億８,４９２万円

２億９,３３７万円

２,４４４万円

１億２,７６９万円

１,７６６万円

３８.０％

４４.６％

４３.０％

５１.５％

３９.５％

１億７,７１３万円

２億５,２８９万円

１,５６７万円

１億５１６万円

１,８０５万円

３６.４％

３８.４％

２７.６％

４２.４％

４０.３％

３７.２％

区分 予算額 支出済額 執行率

水道事業費用 ２億４,２８５万円 ３１.３％

区分 予算額 収入済額 収入率

資本的収入 １千円

９,０４２万円

０円 ０.００％

区分 予算額 支出済額 執行率

資本的支出 ２,０８８万円

７,６００万円

９５１万円 ４５.５％

区　　　　　分 予算額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険事業勘定特別会計
介護保険事業勘定特別会計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
戸別合併処理浄化槽特別会計

〔水道事業会計〕

地方交付税
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　皆さんが納めている税金は、教育、社会福祉、道路や河川などの公共施設の整備や維持管理、警察、消防な
どの行政サービスに必要な、私たちの暮らしを支える大切な財源です。
　滞納している税金を放置することは、期限内に納税した多くの方との間の税負担の公平性を欠くことになっ
てしまうため、県と村では１１月と１２月の２カ月間を「宮城一斉滞納整理強化月間」として、滞納者に対す
る徴収対策（文書催告や、勤務先・取引先などへの財産調査、預貯金・給与・不動産などの差し押さえ、自動
車のタイヤロック）を強化します。

　滞納者から差し押さえた動産などをインターネット（KSI官公庁オークション）で公売します。
　さまざまな物品を出品しますので、ぜひ入札にご参加ください。

〇入札参加申し込み期間　
　令和４年１月１３日（木）午後１時～２月１日（火）午後１１時
〇入札期間（せり売り形式）
　令和４年２月　７日（月）午後１時～９日（水）午後１１時
〇入札期間（入札形式）
　令和４年２月　７日（月）午後１時～１４日（月）午後１時

１１月・１２月は１１月・１２月は
「宮城一斉滞納整理強化月間」です「宮城一斉滞納整理強化月間」です

１１月・１２月は
「宮城一斉滞納整理強化月間」です

▲過去の差押物品例

税金は納期限までに必ず納めましょう。

仙台北税務署からのお知らせ

◆問い合わせ先　県税務課　☎２１１－２３２６　仙台北県税事務所　☎２７５－９１１１
　　　　　　　　税務課　　☎３４１－８５１３

KSI官公庁オークションはこちらから⇒⇒⇒
（令和４年１月１３日午後１時からご覧いただけます。）

税金の納め忘れは
ありませんか？

　国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要
がなく、キャッシュレスで納付できる「ダイレクト納付」
をぜひご利用ください。

ダイレクト納付とは
　事前に税務署に届出をしておけば、簡単な操作で届
出をした預金口座から振替により納付することができ
る便利な納付手段です。

ダイレクト納付を利用するには
　「e-Tax の開始届出書」「ダイレクト納付利用届出書」
の提出が必要となります。
　e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から
「e-Tax の開始届出書」をオンラインで提出し、利用者
識別番号を取得した後、「ダイレクト納付利用届出書」
を書面で税務署に提出してください。

キャッシュレスで国税の納付ができます！
ダイレクト納付の方法は
　e-Tax で電子申告・徴収高計算書データの送信又は
納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに
送られる通知から「ダイレクト納付」を選択し納付し
ます。
　詳しくは、e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。

１１月１１日（木）～１７日（水）は、
「税を考える週間」です

◆問い合わせ先　仙台北税務署　☎２２２－８１２１

　令和３年のテーマは、「くらしを支える税」です。
期間中は、租税の意義や役割、税務行政に対する
知識と理解を深めていただくために、集中的にさ
まざまな広報を行います。　詳しくは、国税庁ホー
ムページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

https://kankocho.jp/
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令和３年度自衛官など（特別職国家公務員）募集案内

自衛官候補生

募集種目

１１月２６日（金）

開催日

県庁

会場

１２名

定　　員

４名

１１月２７日（土） 県庁 １２名 ４名

１１月２８日（日） 県庁 １２名 ４名

個人 事業者
相談会の内容等

応募資格 受付期間

受付中～
１１月１２日（金）

試験日

１１月２０日（土）・２１日（日）
１２月１１日（土）・１２日（日）

採用予定月の１日現在、１８歳以上３３
歳未満の方

高等工科学校生徒
（推薦）

１１月１日（月）～
　　　１２月３日（金）

令和４年１月８日（土）
から１１日（火）のうち
指定する１日令和４年４月１日現在、１５歳以上１７

歳未満の男子で、中学校卒業又は中等教
育学校の前期課程修了者高等工科学校生徒

（一般）
１１月１日（月）～
令和４年１月１４日（金）

令和４年１月２２日（土）
又は２３日（日）のいずれ
か指定する日

貸費学生
（技術）

受付中～
令和４年１月１４日（金） 令和４年１月２９日（土）

大学の理学部、工学部の３・４年次又は
大学院修士課程に在学し、卒業（修了）
後ただちに自衛隊に勤務しようとする方

◆問い合わせ先　自衛隊宮城地方協力本部　大崎地域事務所　☎０２２９－２３－１１７８

あなたの借金必ず解決できます！あなたの借金必ず解決できます！

宮城県多重債務無料相談会開催宮城県多重債務無料相談会開催
あなたの借金必ず解決できます！

宮城県多重債務無料相談会開催
　県では、債務整理や生活再建などを支援するため、多重債務等に関する無料法律相談会を開催します。
　あわせて、借金などが原因で心の健康に不安（よく眠れないなど）がある方を対象に、「心の健康相談」も
実施しますので、遠慮なくご相談ください。
　相談は無料、秘密は厳守します。弁護士・司法書士・消費生活相談員及び保健師（心の相談のみ）などが
相談に応じます（事前予約制）。

◆予約受付期間　１１月１日（月）～１２日（金）
　【個人の方】　宮城県消費生活センター
　　予約受付時間　　午前９時～午後５時
　【事業者の方】東北財務局金融監督第三課
　　予約受付時間　　午前９時～正午、午後１時～５時
◆申込・問い合せ先　（個　人）県消費生活・文化課（消費生活センター）　☎２６１－５１６４
　　　　　　　　　　（事業者）東北財務局（金融監督第三課）　　　　　　☎２６６－５７０３

◆相談会日程

◆開催時間　午前９時３０分～午後４時３０分
◆相談時間は１人当たり原則１時間３０分とし
　ます。（※心の健康相談は別途）
◆相談の流れ
①消費生活相談員等による面談（３０分）
②弁護士又は司法書士による法律相談（３０分）
③消費生活相談員等による事後相談等（３０分）
◆希望する方は｢心の健康相談｣も受けられます。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
　１人当たりの相談時間を短縮する場合があり
　ます。
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標準営業約款制度
「Sマーク」をご存じですか

普通救命講習会受講者募集
◆開催日時　１１月２４日（水）
　　　　　　午後６時３０分～９時３０分
◆会　　場　富谷消防署２階会議室
◆講習内容　ＡＥＤを用いた普通救命講習
　　　　　　ガイドライン2015に基づく内容
◆募集人数　１０名以内（先着順）
◆申込期限　１１月１７日（水）午後５時
　　　　　（平日のみの受付となります）
◆申し込み・問い合わせ先
　黒川消防本部警防課救急係
　☎３４５－６８８８

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　１１月１２日（金）から１８日（木）までの
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
にあわせ、仙台法務局及び宮城県人権擁護委員
連合会では、時間を延長して相談電話を開設し
ます。
　夫やパートナーからの暴力やストーカー行
為、職場でのセクシュアル・ハラスメント、家
族間での問題など、さまざまな人権問題につい
て、人権擁護委員が電話相談に応じます。 相談
は無料で、予約は不要です。
秘密は固く守ります。
◆開設日時
　１１月１２日（金）～１８日（木）　　
　午前８時３０分～午後７時
　土曜日・日曜日は午前１０時～午後５時
◆相談電話　
　☎０５７０－０７０－８１０(ナビダイヤル)
◆問い合わせ先　
　仙台法務局人権擁護部　☎２２５－５７４３

情 報 コ ー ナ ー

　標準営業約款制度は、法律で定められた消費
者（利用者）擁護に資するための制度です。
　厚生労働大臣認可の約款に従って営業するこ
とを登録した「理容店」「美容店」「クリーニング
店」「めん類飲食店」では、店頭にＳマークを掲げ
ています。
　登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼
できるお店です。

◆問い合わせ先
　財団法人宮城県衛生営業指導センター
　☎３４３－８７６３

厚生労働大臣認可

陸上自衛隊王城寺原演習場　１１月の射撃訓練予定

※大和駐屯地業務隊から連絡のあった内容を一部抜粋して掲載しています。
※演習場内は危険ですので、立ち入らないようお願いします。
※予定は変更になる場合があります。
◆問い合わせ先　陸上自衛隊大和駐屯地　☎３４５－２１９１（内線３４１）

騒音大
騒音中

1
月

2
火

3
水

4
木

○
○

○
○

○
○

○
○

5
金

6
土

7
日

8
月

9
火

10
水

11
木

12
金

13
土

14
日

15
月

火　器　等

155㎜榴弾砲
120㎜榴弾砲

騒音大
騒音中

16
火

17
水

18
木

19
金

20
土

21
日

22
月

23
火

24
水

25
木

26
金

27
土

28
日

29
月

30
火

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

火　器　等

155㎜榴弾砲
120㎜榴弾砲

ひとりで悩まず
電話してください。
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■
役
場
職
員

◆
退
職
（
９
月
30
日
付
）

　
学
校
教
育
課

　
　
教
育
次
長
兼
課
長　
齋
藤　
　
浩

　
　
主
事　
　
　
　
　
　
一
條　
香
澄

◆
異
動
・
昇
格
（
10
月
１
日
付
）

　
総
務
課

　
　
主
幹　
　
　
　
　
　
金
子　
守
治

　
学
校
教
育
課

　
　
課
長　
　
　
　
　
　
森
田
祐
美
子

　
　
主
事　
　
　
　
　
　
早
坂　
達
也

　

11
月
９
日
（火）
か
ら
15
日
（月）
ま
で
実
施

さ
れ
る
秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
に
合

わ
せ
、
11
月
７
日
（日）
午
前
８
時
か
ら
、

村
内
全
域
に
お
い
て
消
防
団
・
婦
人
防

火
ク
ラ
ブ
合
同
に
よ
る
防
火
査
察
を
行

い
ま
す
。

　
各
家
庭
を
訪
問
し
て
チ
ラ
シ
を
配
布

す
る
な
ど
、
火
災
予
防
運
動
の
周
知
と

防
火
意
識
の
高
揚
を
図
り
ま
す
。

　
地
区
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課

　
☎
３
４
５　
―　
５
１
１
１

お
知
ら
せ

人
事

防
火
査
察
の
実
施
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
（
賦

課
期
日
）
現
在
で
、
村
に
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
そ
の

固
定
資
産
の
価
格
に
応
じ
、
そ
の
年
の

4
月
１
日
か
ら
始
ま
る
年
度
の
分
と
し

て
課
さ
れ
る
税
で
す
。

　
家
屋
又
は
家
屋
の
一
部
を
取
り
壊
し

た
場
合
に
は
、
家
屋
滅
失
届
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
、
翌
年
か
ら
の
固
定
資

産
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
該
当
す
る
方
は
、
税
務
課
に
家
屋
滅

失
届
を
備
え
て
あ
り
ま
す
の
で
問
い
合

わ
せ
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　
税
務
課　

　
☎
３
４
１　
―　
８
５
１
３

　
村
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
を
対
象

に
入
会
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時　
11
月
19
日
（金）　
午
後
２
時
〜

◆
場
所　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
事
務
所
（
多
目
的
施
設
内
）

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

　
☎
３
４
４　
―　
８
８
２
５

https://w
ebc.sjc.ne.jp/ohira-sc

古タイヤを回収します

・自転車、バイク、一輪車　　　３００円　　
・普通車用（ホイール無）　　　４４０円
・普通車用（ホイール有）　　　８００円　　　
・　ＲＶ車用（ホイール無）　　　７４０円
・　ＲＶ車用（ホイール有）　　１,０００円

・農耕車用　　　　　　　　１,５１０円　　
・２ｔ車用（ホイール無）　　２,０００円　　
・２ｔ車用（ホイール有）　　２,５００円

日時 ： １２月５日（日）　午前８時３０分～正午
場所 ： 福祉センター前駐車場

タ　

イ　

ヤ

（
１
本
あ
た
り
）の

収　

集　

料　

金

※タイヤは、燃えるごみや粗大ごみとして収集できませんので、ぜひこの機会をご利用ください。
※事業所のタイヤは収集できません。

◆問い合わせ先　住民生活課
　☎３４１－８５１２

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
説
明
会

家
屋
の
取
り
壊
し
を
し
た
と
き
は
、

家
屋
滅
失
届
を
お
忘
れ
な
く

納税のお知らせ　納期限（口座振替日）１１月３０日（火）

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振替の方は前日までに残高をご確認願います。４月１日以降に送付
する納付書については、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでも納付できます。納期限までに
納付されない場合、督促手数料や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限までに納付が困難な方の納付相談を随時受け付けています。

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

村県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

４月
　
　
　
１期
１期
　

５月
　
１期
全期
２期

６月
１期
　
　
３期
２期
　

７月
　
２期
　
４期
　
１期

８月
２期
　
　
５期
３期
２期

９月
　
３期
　
６期
　
３期

１０月
３期
　
　
７期
４期
４期

１１月
　
４期
　
８期
　
５期

１２月
４期
　
　
９期
５期
６期

　

１月
　
　
　
１０期
６期
７期

２月
　
　
　
　
　
８期

３月
　
　
　
　
　
９期

納期月税目等
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今月の相談

生活相談

お気軽にご相談ください

◆時　　間　午前９時～午後４時
◆場　　所　平林会館２階第３研修室
◆相談受付・問い合わせ先
　住民生活課　☎３４１－８５１２

新型コロナウイルス感染症予防のため、相談にお越し
の際は、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

消費生活相談

◆時　　間　午前９時～正午
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆相談受付・問い合わせ先
　社会福祉協議会　☎３４５－６６３１

　生活の中での悩みごと、心配ごとなどの相談
に応じます。（当日の電話相談も受け付けます。）

１０日
（水）相談日 １７日

（水）
２４日
（水）

１２月１日
（水）

１０日
（水）相談日 １７日

（水）
２４日
（水）

１２月１日
（水）

◆相　談　日　１０日（水）
◆時　　間　午後１時～４時
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

宮城県司法書士会による出張相談会（無料）

　血圧のこと、血糖のこと、こころのことなど、
健康について相談できます。（体成分や血管年
齢の測定もできます。）
◆相　談　日　２４日（水）
◆時　　間　午後１時３０分～3時
◆場　　所　福祉センター
◆相談受付・問い合わせ先
　健康福祉課　☎３４５－０２５３

健康何でも相談

　※個別に対応しますので、必ず事前にご連絡ください。

◆問い合わせ先
　住民生活課

☎３４１－８５１２
＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊消費生活相談窓口から

　認知症予防のための「みかんカフェ」を開催
します。
　今月は脳トレプリントに取り組みますので、
ぜひご参加ください。また、物忘れが増えて心
配、認知症の方との関わり方が知りたいなどの
相談に保健師が応じます。　　　　　　　
　事前にご連絡の上、ご相談ください。
◆開　催　日　２２日（月）
◆時　　間　午後１時３０分～3時
◆場　　所　福祉センター
◆相談受付・問い合わせ先　
　地域包括支援センター　☎３４５－６０６０

認知症予防のための「みかんカフェ」

☆多重債務
　複数の金融業者からお金を借り、返済が困難になっている状態が多重債務です。最近では、新型コロナウ
イルス感染症による規制が長引いた影響で、失業したり収入が減ったりし、生活費のための借金や住宅ロー
ンなどの返済が困難になったという相談もみられ、次のような消費者被害も起きています
事例１ ＳＮＳや掲示板サイトを通じてお金を１０万円借りた。３０万円返したのにまだ請求されている。
　➡個人間融資などで知らない相手からお金を借りるのはやめましょう。
事例２ 急にお金が必要になり、ネットで検索した給与ファクタリング（給与を受け取る権利を売って金銭
　を受け取る）業者にお金を借りた。高額な手数料や強引な取り立てを受けた。
　➡給与ファクタリング業者の「ブラックＯ．Ｋ．」「借金ではない」などの言葉につられて利用しないよう
　　にしましょう。
　この他にも「後払い現金化」や違法な「年金担保融資」などがありますので注意しましょう。
　債務問題は必ず解決できます。返済に困ったら専門家に相談しましょう！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　債務整理の方法には、返済計画を立て返済方法について債権者と交渉する「任意整理」や、簡易裁判所に
申し立てを行う「特定調停」、持ち家を残すために住宅ローンの支払いを継続しその他の支払いを軽減する
「個人民事再生」、支払い能力がない場合の「自己破産」があります。

相談は予約不要で、電話での相談もできます。

◆相談日　１４日（日）・１５日（月）
　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　※事前予約が必要となります。
◆場　所　 大和町コミュニティセンター
　　　　　（大和町吉岡字町裏１６）
◆対象者　黒川地区内に住所がある方や勤務し
　　　　　ている方、又はそのご家族
◆問い合わせ先　黒川地区後継者対策推進協議会
　　　　　　　　（事務局：富谷市農業委員会）
　　　　　　　　　☎３５８－０５２３

結婚相談
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◆開設場所　役場２階総務課
◆問い合わせ先　総務課
　　　　　　☎３４５－５１１１

犯罪被害者等支援総合相談窓口

防災行政無線電話応答サービス

村内の各種発生状況
９月３０日現在（速報値）

犯罪発生状況（大和警察署調べ）

種類

窃　盗　犯
（うち、侵入窃盗）
粗　暴　犯
知　能　犯
その他刑法犯
合　　計

総　務　課

（代表電話）

企画財政課

会　計　室

住民生活課

税　務　課

☎345-5111

☎341-8510

☎341-8511

☎341-8512

☎341-8513

産業振興課

都市建設課
（建設管理係）
（都市計画係）

（上下水道係）

健康福祉課

議会事務局

☎341-8514

☎341-8515

☎341-8516

☎345-0253

☎345-6030

学校教育課

社会教育課
公　民　館

給食センター

小　学　校

中　学　校

☎341-8517

☎345-2197

☎345-5082

☎345-2424

☎345-2072

１　
（０）
０　
０　
０　
１　

１１　
（１）
０　
０　
１　
１２　

９月 令和３年
累計

交通事故発生状況（大和警察署調べ）

種類

人身事故
（死傷者）

１　
（１）
１４

８　
（１０）
１５５

９月 令和３年
累計

火災発生状況（黒川消防署調べ）

種類

建　物
林　野
車　両
その他
合　計

０　
０　
０　
０　
０　

１
０
１
１
３

９月 令和３年
累計

　通電火災とは、停電が復旧した後の再通電時に発生する火災です。
　転倒した家具の下敷きで損傷した配線や、転倒したヒーターや照
明器具が可燃物に接触した状態などから発火します。また、浸水や
雨漏りにより電化製品基盤が損傷し、再通電時にショートして発火
する場合もあります。
　通電火災が起きないようにするための主な対策は以下のとおり
です。
　○停電時・避難時の対応
　　・停電中は電化製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセン
　　　トから抜く。
　　・停電中に自宅から離れる際はブレーカーを落とす。
　○停電復旧時の対応
　　・給電が再開されたら、電化製品が破損していないか、配線や
　　　コードが損傷していないか、燃えやすいものが近くに無いか
　　　など、十分に安全を確認する。
　　・浸水などにより一度水に濡れた電化製品は使用しない。
　○日頃からの備え
　　・漏電ブレーカーや感電ブレーカーを設置する。
◆問い合わせ先　総務課　☎３４５－５１１１

『通電火災』とは

役場等電話番号

物件事故

防 災 豆 知 識

村の災害情報や避難情報をお知らせする「大衡村
防災メール」を配信しています。
メールアドレス　bousai-ohira.touroku@sg-ｍ.jp

☎３４５－１１５１
　電話で、無線放送の過去２４時間分の内容
を聞くことができますのでご利用ください。
　電話通話料は利用者負担となります。

スマートフォン、
タブレット端末
で読み取るとア
クセスできます。

HP用 LINE用 Twitter 用

新型コロナウイルスワクチン接種特別対策チーム　☎３４１－０６５０



23 令和３年１１月号 №671

休日・夜間診療の案内 窓口延長日

●公立黒川病院の夜間、休日救急診療　☎３４５－３１０１
※急病患者数が過多になった場合、早期に受け付けを終了することがあります。
　受診の際は、事前に電話で問い合わせください。

時　　間　午後５時１５分～７時
取り扱い業務
[住民生活課]広域交付以外の業務
[税　務　課]業務全般
[都市建設課]
　上下水道料金及び住宅使用料納付、
　水道開閉栓に関する業務

◆　　
◆

●宮城県こども夜間安心コール　
　夜間のお子さんの急な発熱やけがの時、看護師が電話
相談をお受けします。
　☎♯８０００（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　午後７時～翌朝８時
●おとな救急電話相談　
　☎♯７１１９（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　月～金曜日　午後７時～翌朝８時
　　　　　　土曜日　　　午後２時～翌朝８時
　　　　　　日曜日    　  ２４時間

田山小児科医院

ちば小児科医院

塚本耳鼻咽喉科医院

たいとみ胃腸内科医院

長澤整形外科クリニック

かとう眼科医院

明石台レディースクリニック

大和町吉岡字館下２２－５

富谷市富谷北裏４７

大和町吉岡字中町６０

富谷市日吉台２－３４－２

富谷市富ケ丘２－１１－１２

大和町吉岡東２－８－１０

富谷市明石台２－１３－１

月　　日

１１月　３日（水）

１１月　７日（日）

１１月１４日（日）

１１月２１日（日）

１１月２３日（火）

１１月２８日（日）

１２月　５日（日）

電話番号

☎３４５－０７３８

☎３５８－０６０１

☎３４５－２７３４

☎７２５－７２０１

☎３５８－７６８８

☎３４７－１６８２

☎７７２－８１８８

当　番　医 住　　所

11月

12月 6日
（月）

13日
（月）

20日
（月）

27日
（月）

１日
（月）

８日
（月）

15日
（月）

22日
（月）

29日
（月）

－

戸
籍
の
窓

（
10
月
15
日
ま
で
の
届
出
順
、敬
称
略
）

９月３０日現在住民基本台帳

（
こ
の
欄
に
掲
載
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、

　
　
　
　
　
届
出
の
際
、
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

（前月比）

人口　5,804人（－13）

男　　2,933人（－7）

女　　2,871人（－6）

世帯数2,109戸（－1）

結　

婚

新　

郎　
　
　
　
　
　
　

新　

婦

小
野　

瑛
貴（
衡
中
）　　

半
田　

悠
夏（
山
形
市
）

誕　

生

あ
か
ち
ゃ
ん　
　
　

父　
　
　

母　
　
（
行
政
区
）

生
出
こ
の
か　
　
　

将
太　
　

寛
子　
（
と
き
わ
台
）

お
く
や
み

死
亡
者　
　
　
　
　

世
帯
主　

続
柄　
（
行
政
区
）

佐
々
木
よ
し
子　
　

昇　
　
　

母　
　
（
松
原
）

碓
井
は
つ
子　
　
　

英
一　
　

妻　
　
（
衡
上
）

休日当番医【診療時間　午前９時～午後５時】

際 前 問
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★大衡村ホームページアドレス　https：//www.village.ohira.miyagi.jp/
地球環境保全のため、
植物油インキを使用しました

　すばらしい大衡を創る協議会主催の「令和３年度フラワーコンテスト」が開催されました。
　村内１４地区で行われた花いっぱい運動での作業の様子や、花壇やプランターにきれいに咲いている花
の写真を５名の審査員が審査した結果、上位４地区が受賞しました。
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最優秀賞　松原地区

優秀賞　衡中東地区

優良賞　大瓜下地区

優良賞　奥田地区
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